
(57)【要約】

【課題】景品買取り業者が直接操作して景品準備金を受

け取ることができ、また、両替機の機能を付加した売上

金入金処理装置を提供すること。

【解決手段】ＩＤ認識部と、帯封収納部と、景品準備金

ＢＯＸと、回収ＢＯＸと、千円リサイクル部とを備える

とともに、

操作者が遊技店の従業員の場合は前記帯封収納部からの

紙幣の取出しを該従業員にのみ許可する従業員操作モー

ドと、操作者が景品買取業者の場合は前記景品準備金Ｂ

ＯＸからの紙幣の取出しを該景品買取業者にのみ許可す

る景品業者操作モードと、操作者が警送会社の係員の場

合は前記回収ＢＯＸからの紙幣の取出しを該係員にのみ

許可する警送会社操作モードと、前記ＩＤ認識の有無に

拘わらず、全ての操作者からの両替の要求に応じて前記

千円リサイクル部から両替紙幣を排出する両替操作モー

ドをさらに備えたことを特徴とする売上金入金処理装置

によって達成される。

【選択図】図２
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
遊 技 店 の 店 舗 内 に 設 置 さ れ る 売 上 金 入 金 処 理 装 置 で あ っ て 、 該 装 置 は 、
入 力 さ れ た 操 作 者 の Ｉ Ｄ か ら 操 作 者 の 属 性 を 判 別 す る Ｉ Ｄ 認 識 部 と 、
帯 封 さ れ た 紙 幣 を 収 納 す る 帯 封 収 納 部 と 、
特 殊 景 品 購 入 の た め の 準 備 金 を 収 納 す る 景 品 準 備 金 Ｂ Ｏ Ｘ と 、
売 上 金 の 中 の 粗 利 分 を 収 納 す る 回 収 Ｂ Ｏ Ｘ と 、
を 備 え る と と も に 、
前 記 操 作 者 の 属 性 が 遊 技 店 の 従 業 員 の 場 合 は 、 前 記 帯 封 収 納 部 か ら の 紙 幣 の 取 出 し を 該 従
業 員 に の み 許 可 す る 従 業 員 操 作 モ ー ド と 、
前 記 操 作 者 の 属 性 が 景 品 買 取 業 者 の 場 合 は 、 前 記 景 品 準 備 金 Ｂ Ｏ Ｘ か ら の 紙 幣 の 取 出 し を
該 景 品 買 取 業 者 に の み 許 可 す る 景 品 業 者 操 作 モ ー ド と 、
前 記 操 作 者 の 属 性 が 警 送 会 社 の 係 員 の 場 合 は 、 前 記 回 収 Ｂ Ｏ Ｘ か ら の 紙 幣 の 取 出 し を 該 係
員 に の み 許 可 す る 警 送 会 社 操 作 モ ー ド と 、
を さ ら に 備 え た こ と を 特 徴 と す る 売 上 金 入 金 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
投 入 さ れ た 千 円 札 を 所 定 の 額 ま で は 優 先 的 に 取 り 込 む と と も に 、 該 取 り 込 ん だ 千 円 札 を 両
替 用 と し て 排 出 す る 千 円 リ サ イ ク ル 部 を 備 え 、
前 記 Ｉ Ｄ 認 識 の 有 無 に 拘 わ ら ず 、 全 て の 操 作 者 か ら の 両 替 の 要 求 に 応 じ て 前 記 千 円 リ サ イ
ク ル 部 か ら 両 替 紙 幣 を 排 出 す る 両 替 操 作 モ ー ド を さ ら に 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
に 記 載 の 売 上 金 入 金 処 理 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は パ チ ン コ 店 等 の 遊 技 店 の 店 舗 内 に 設 置 さ れ る 紙 幣 の 売 上 金 入 金 処 理 装 置 に 関 す る
も の で 、 特 に 、 店 舗 関 係 者 の み な ら ず 遊 技 客 も 含 め て 利 用 を 可 能 と す る 売 上 金 入 金 処 理 装
置 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
店 舗 等 に 設 置 さ れ て 、 該 店 舗 の 売 上 金 を 店 舗 関 係 者 が 入 金 す る 機 能 を 有 し 、 更 に 顧 客 操 作
に よ る 該 顧 客 に 対 す る 出 金 サ ー ビ ス 機 能 を 備 え さ せ た 装 置 と し て 、 例 え ば 、 本 出 願 人 に よ
る 特 開 ２ ０ ０ ０ － １ ３ ７ ８ ６ ９ 号 公 報 や 特 開 ２ ０ ０ １ － ２ ５ ６ ５ ３ ４ 号 公 報 に 示 さ れ る 装
置 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
前 者 の も の は 、 店 舗 の 売 上 代 金 と し て 貨 幣 入 出 金 装 置 に 入 金 さ れ た 貨 幣 の 一 部 を 、 金 融 機
関 の 口 座 及 び キ ャ ッ シ ュ カ ー ド 若 し く は ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 所 有 者 に 対 し 出 金 さ せ る 機 能
を 付 加 し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
後 者 の も の は 、 店 舗 用 売 上 金 入 金 処 理 装 置 に 出 金 機 の 機 能 を 持 た せ る こ と に よ り 、 店 舗 の
売 上 金 回 収 シ ス テ ム と 小 売 店 に お け る 出 金 サ ー ビ ス シ ス テ ム と を 統 合 し た も の で あ り 、 こ
の 出 金 サ ー ビ ス は 店 内 の 顧 客 を 含 め て 一 般 の 人 が 使 用 で き る よ う に し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
こ れ ら 両 者 に 共 通 す る の は 、 顧 客 の 口 座 か ら 引 き 落 と し た 現 金 を 出 金 す る 点 で あ り 、 こ の
た め オ ン ラ イ ン を 含 め 複 雑 な 機 能 が 要 求 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
一 方 、 遊 技 店 業 界 に お い て も 、 店 舗 の 売 上 金 を 入 金 処 理 で き る 売 上 金 入 金 処 理 装 置 が 切 望
さ れ て い る 。 そ こ で 、 本 出 願 人 は 特 願 ２ ０ ０ ２ － ２ ０ ９ ０ ３ ８ に て 、 パ チ ン コ 店 等 の 遊 技
店 用 に 特 化 し た 売 上 金 入 金 処 理 装 置 を 提 案 し た 。 上 記 出 願 明 細 書 及 び 図 面 に 書 か れ た 装 置
で は 、 処 理 す べ き 紙 幣 を 一 括 で 受 け 入 れ て 、 使 途 別 、 つ ま り 、 粗 利 益 、 店 内 運 用 金 （ 店 内
準 備 金 と 景 品 準 備 金 の 双 方 を 含 む ） に 仕 分 け る よ う に し て い る 。 こ の 装 置 は 、 前 記 使 途 別
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の 各 収 納 部 を 有 し て お り 、 一 括 し て 受 け 入 れ た 紙 幣 の 全 て を 、 い ず れ か の 収 納 部 へ 仕 分 け
し て 収 納 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
こ の 装 置 は 、 遊 技 店 に 設 置 さ れ 遊 技 店 の 店 員 に よ っ て 操 作 さ れ る も の で あ る が 、 前 記 収 納
部 の う ち の 粗 利 益 収 納 部 は 遊 技 店 の 管 理 外 と な っ て い る 。 粗 利 益 収 納 部 に 収 納 さ れ た 粗 利
益 を 管 理 す る の は 、 遊 技 店 か ら 委 託 を 受 け た 警 送 会 社 で あ り 、 該 警 送 会 社 は 前 記 装 置 に よ
る 仕 分 け 処 理 が 完 了 し た 後 に 遊 技 店 を 訪 れ 、 粗 利 益 収 納 部 か ら 粗 利 益 を 回 収 し 、 こ の 粗 利
益 を 銀 行 に 持 ち 込 ん で 遊 技 店 の 口 座 に 振 り 込 む こ と で 、 手 数 料 を 得 る よ う に し て い る 。 従
っ て 、 一 旦 粗 利 益 収 納 部 に 収 納 さ れ た 粗 利 益 に つ い て 遊 技 店 の 店 員 は 手 が 触 れ ら れ な い よ
う に な っ て い る 。 ま た 、 パ チ ン コ 店 等 の 遊 技 店 に お い て は 、 営 業 を 行 う 上 で 高 額 紙 幣 （ 万
円 札 、 ５ 千 円 札 、 ２ 千 円 札 ） を 低 額 紙 幣 （ 千 円 札 ） に 両 替 す る 両 替 機 が 必 須 と な っ て お り
、 現 実 に 多 数 導 入 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
【 特 許 文 献 １ 】
特 開 ２ ０ ０ ０ － １ ３ ７ ８ ６ ９ 号 公 報
【 ０ ０ ０ ９ 】
【 特 許 文 献 ２ 】
特 開 ２ ０ ０ １ － ２ ５ ６ ５ ３ ４ 号 公 報
【 ０ ０ １ ０ 】
【 特 許 文 献 ３ 】
特 願 ２ ０ ０ ２ － ２ ０ ９ ０ ３ ８ 号 明 細 書
【 ０ ０ １ １ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
し か し な が ら 、 従 来 の 遊 技 店 に お け る 売 上 金 入 金 処 理 装 置 で は 、 両 替 準 備 金 と し て の 店 内
準 備 金 を 遊 技 店 の 従 業 員 が 該 売 上 金 入 金 処 理 装 置 か ら 取 出 し 、 前 述 の 両 替 機 に 装 填 す る 作
業 を 営 業 時 間 内 及 び 営 業 時 間 終 了 後 に 行 っ て い た 。 ま た 、 特 殊 景 品 買 取 り 業 者 は 特 殊 景 品
代 金 を 前 記 従 業 員 か ら 受 け 取 る た め に 、 従 業 員 の 手 が 空 く ま で 待 た さ れ る こ と が あ り 、 一
方 、 従 業 員 側 か ら す れ ば 、 景 品 買 取 り の た め の 景 品 準 備 金 を 前 記 売 上 金 入 金 処 理 装 置 か ら
取 出 し 、 前 記 特 殊 景 品 買 取 り 業 者 に 渡 す 必 要 が あ り 、 双 方 に と っ て 効 率 の 悪 い 労 力 を 払 っ
て い た 。
【 ０ ０ １ ２ 】
本 発 明 は 上 述 の よ う な 実 情 に 鑑 み 為 さ れ た も の で あ り 、 景 品 買 取 り 業 者 が 直 接 操 作 し て 景
品 準 備 金 を 受 け 取 る こ と が で き 、 ま た 、 両 替 機 の 機 能 を 付 加 す る こ と で 店 に 設 置 す べ き 両
替 機 を 少 な く す る こ と が で き 投 資 を 抑 制 す る と と も に 両 替 機 の 減 少 に 伴 い 作 業 効 率 の 向 上
を 実 現 で き る 売 上 金 入 金 処 理 装 置 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
【 課 題 を 解 決 す る 為 の 手 段 】
本 発 明 は 、 店 舗 関 係 者 の み な ら ず 遊 技 客 も 含 め て 利 用 を 可 能 と す る 売 上 金 入 金 処 理 装 置 に
関 し 、 本 発 明 の 上 記 目 的 は 、 遊 技 店 の 店 舗 内 に 設 置 さ れ る 売 上 金 入 金 処 理 装 置 で あ っ て 、
該 装 置 は 、 入 力 さ れ た 操 作 者 の Ｉ Ｄ か ら 操 作 者 の 属 性 を 判 別 す る Ｉ Ｄ 認 識 部 と 、 帯 封 さ れ
た 紙 幣 を 収 納 す る 帯 封 収 納 部 と 、 特 殊 景 品 購 入 の た め の 準 備 金 を 収 納 す る 景 品 準 備 金 Ｂ Ｏ
Ｘ と 、 売 上 金 の 中 の 粗 利 分 を 収 納 す る 回 収 Ｂ Ｏ Ｘ と 、 を 備 え る と と も に 、 前 記 操 作 者 の 属
性 が 遊 技 店 の 従 業 員 の 場 合 は 、 前 記 帯 封 収 納 部 か ら の 紙 幣 の 取 出 し を 該 従 業 員 に の み 許 可
す る 従 業 員 操 作 モ ー ド と 、 前 記 操 作 者 の 属 性 が 景 品 買 取 業 者 の 場 合 は 、 前 記 景 品 準 備 金 Ｂ
Ｏ Ｘ か ら の 紙 幣 の 取 出 し を 該 景 品 買 取 業 者 に の み 許 可 す る 景 品 業 者 操 作 モ ー ド と 、 前 記 操
作 者 の 属 性 が 警 送 会 社 の 係 員 の 場 合 は 、 前 記 回 収 Ｂ Ｏ Ｘ か ら の 紙 幣 の 取 出 し を 該 係 員 に の
み 許 可 す る 警 送 会 社 操 作 モ ー ド と 、 を さ ら に 備 え た こ と を 特 徴 と す る 売 上 金 入 金 処 理 装 置
に よ っ て 達 成 さ れ る 。 こ の 発 明 に よ り 、 景 品 買 取 り 業 者 は 遊 技 店 の 従 業 員 に 頼 る こ と な く
、 自 分 で 景 品 準 備 金 を 受 け 取 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
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ま た 、 本 発 明 の 上 記 目 的 は 、 投 入 さ れ た 千 円 札 を 所 定 の 額 ま で は 優 先 的 に 取 り 込 む と と も
に 、 該 取 り 込 ん だ 千 円 札 を 両 替 用 と し て 排 出 す る 千 円 リ サ イ ク ル 部 を 備 え 、 前 記 Ｉ Ｄ 認 識
の 有 無 に 拘 わ ら ず 、 全 て の 操 作 者 か ら の 両 替 の 要 求 に 応 じ て 前 記 千 円 リ サ イ ク ル 部 か ら 両
替 紙 幣 を 排 出 す る 両 替 操 作 モ ー ド を さ ら に 備 え た こ と を 特 徴 と す る 前 記 売 上 金 入 金 処 理 装
置 に よ っ て 、 よ り 効 果 的 に 達 成 さ れ る 。 こ の 発 明 に よ り 、 売 上 金 入 金 処 理 装 置 を 両 替 機 と
し て 利 用 す る こ と が 可 能 と な り 、 両 替 機 の 台 数 を 少 な く す る こ と が で き 投 資 を 抑 制 す る と
と も に 、 両 替 機 の 減 少 に 伴 い 両 替 用 の 紙 幣 の 補 填 作 業 が 少 な く な り 、 従 業 員 の 労 力 負 担 の
削 減 も 可 能 と な る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
図 １ は 、 本 発 明 に 係 る 売 上 金 入 金 処 理 装 置 の 外 観 を 示 す も の で あ る 。 同 図 中 、 １ は 紙 幣 投
入 口 、 ２ は 金 額 情 報 入 力 部 及 び 操 作 モ ー ド 切 換 部 と し て の キ ー 入 力 部 、 ２ １ は 表 示 部 、 ２
２ は Ｉ Ｄ 認 識 部 と し て の カ ー ド リ ー ダ で あ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
図 ２ は 、 前 記 売 上 金 入 金 処 理 装 置 の 構 成 を 示 す 図 で あ る 。 同 図 中 、 １ は 紙 幣 投 入 口 、 ２ は
金 額 情 報 入 力 部 及 び 操 作 モ ー ド 切 換 部 と し て の キ ー 入 力 部 、 ３ は 繰 出 搬 送 部 、 ４ は 金 種 識
別 部 、 ５ は 仕 分 部 、 ６ は 結 束 部 、 ７ は 店 内 準 備 金 収 納 部 と し て の 帯 封 収 納 部 、 ８ は 特 殊 景
品 交 換 代 金 収 納 部 と し て の 景 品 準 備 金 Ｂ Ｏ Ｘ 、 ９ は 粗 利 益 収 納 部 と し て の 回 収 Ｂ Ｏ Ｘ 、 １
０ は 回 収 Ｂ Ｏ Ｘ と 接 続 さ れ る 一 時 保 留 部 （ 一 保 ） 、 １ １ は 両 替 用 の 千 円 札 を 収 納 ／ 排 出 す
る 千 円 リ サ イ ク ル 部 、 １ ２ は 両 替 用 の 紙 幣 を 排 出 す る 紙 幣 返 却 口 、 ２ ２ は Ｉ Ｄ 認 識 部 と し
て の Ｉ Ｄ カ ー ド リ ー ダ で あ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
図 ３ を 参 照 し て 各 種 操 作 モ ー ド に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
な お 、 本 売 上 金 入 金 処 理 装 置 は 、 遊 技 客 に よ る 両 替 に も 供 せ ら れ る の で 、 そ の 設 置 場 所 は
、 事 務 所 内 で は な く ホ ー ル フ ロ ア と な っ て い る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
初 期 画 面 は 両 替 操 作 モ ー ド と す る こ と が 好 ま し い 。 こ の 両 替 操 作 モ ー ド の と き に は 両 替 機
能 の み が 機 能 し 、 遊 技 客 が 高 額 紙 幣 で あ る 万 円 札 や 五 千 円 札 を 紙 幣 投 入 口 １ に 投 入 す る と
、 投 入 さ れ た 紙 幣 の 金 種 を 金 種 判 別 部 ４ で 判 別 し そ の 紙 幣 を 例 え ば 景 品 準 備 金 Ｂ Ｏ Ｘ ８ に
振 り 分 け 、 該 当 金 種 分 に 相 当 す る 枚 数 の 千 円 札 を 千 円 リ サ イ ク ル 部 １ １ か ら 繰 り 出 し て 紙
幣 返 却 口 １ ２ に 放 出 さ せ る 。 な お 、 前 記 千 円 リ サ イ ク ル 部 １ １ に 装 填 さ れ て い る 千 円 札 は
、 前 日 の 営 業 終 了 後 に 、 店 舗 内 の 各 機 器 か ら 回 収 し て き た 売 上 金 を 前 記 売 上 金 入 金 処 理 装
置 に 投 入 し て 、 各 使 途 別 （ 両 替 準 備 金 、 特 殊 景 品 準 備 金 、 粗 利 金 ） に 分 別 し て 収 納 す る 処
理 を 行 う 際 に 、 前 記 売 上 金 の 中 か ら 両 替 用 と し て 振 り 向 け ら れ た も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
上 記 の よ う に 遊 技 客 が 両 替 の 為 に 投 入 し た 高 額 紙 幣 を 景 品 準 備 金 Ｂ Ｏ Ｘ ８ に 振 り 分 け る よ
う に し た 場 合 に は 、 こ の 紙 幣 は 景 品 準 備 金 の 一 部 と し て 使 用 す る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
こ の 両 替 操 作 モ ー ド か ら ハ ー ド キ ー 等 に よ る モ ー ド 切 り 替 え に よ っ て 、 警 送 会 社 操 作 モ ー
ド と す る こ と が で き 、 こ の 警 送 会 社 操 作 モ ー ド の と き に は 粗 利 取 出 し 機 能 の み が 機 能 す る
。 警 送 会 社 の 係 員 が 携 帯 す る Ｉ Ｄ カ ー ド を カ ー ド リ ー ダ ２ ２ に 読 み 込 ま せ る と 共 に 暗 証 番
号 を 入 力 し 、 装 置 に よ る 照 合 が な さ れ て 初 め て こ の 機 能 が 実 行 に 移 さ れ る 。 こ の 機 能 に よ
り 回 収 Ｂ Ｏ Ｘ ９ の み が 装 置 本 体 か ら 取 出 し 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
さ ら に 同 様 な ハ ー ド キ ー 等 に よ る モ ー ド 切 り 替 え に よ っ て 、 景 品 業 者 操 作 モ ー ド と す る こ
と が で き 、 こ の 景 品 業 者 操 作 モ ー ド の と き に は 景 品 準 備 金 取 出 し 機 能 の み が 機 能 す る 。 景
品 買 取 業 者 が 携 帯 す る Ｉ Ｄ カ ー ド を カ ー ド リ ー ダ ２ ２ に 読 み 込 ま せ る と 共 に 暗 証 番 号 を 入
力 し 、 装 置 に よ る 照 合 が な さ れ て 初 め て こ の 機 能 が 実 行 に 移 さ れ る 。 こ の 機 能 に よ り 景 品
準 備 金 Ｂ Ｏ Ｘ ８ の み が 装 置 本 体 か ら 取 出 し 可 能 と な る 。
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【 ０ ０ ２ ３ 】
同 様 に し て 、 従 業 員 操 作 モ ー ド と す る こ と が で き 、 こ の 従 業 員 操 作 モ ー ド の と き に は 入 金
機 能 か 両 替 準 備 金 取 出 し 機 能 の い ず れ か の み が 機 能 す る 。 従 業 員 が 携 帯 す る Ｉ Ｄ カ ー ド を
カ ー ド リ ー ダ ２ ２ に 読 み 込 ま せ る と 共 に 暗 証 番 号 を 入 力 し 、 装 置 に よ る 照 合 が な さ れ て 初
め て こ の 機 能 が 実 行 に 移 さ れ る 。 従 業 員 の 職 務 に 応 じ て 例 え ば 主 任 ク ラ ス の み が 両 替 準 備
金 取 出 し 機 能 を 扱 え て 、 一 般 従 業 員 は 入 金 機 能 の み が 扱 え る よ う に す れ ば よ り 責 任 分 担 が
明 確 化 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
店 の 営 業 途 中 で 、 遊 技 カ ー ド 販 売 機 や 台 間 玉 貸 し 機 か ら 回 収 し て き た 紙 幣 を 、 入 金 機 能 を
操 作 し て 入 金 し た 場 合 に は 、 そ の う ち の 千 円 札 に つ い て は 優 先 的 に 千 円 リ サ イ ク ル 部 １ １
に 搬 送 し 、 高 額 紙 幣 に つ い て は 景 品 準 備 金 Ｂ Ｏ Ｘ ８ に 搬 送 す る よ う に す る こ と が 望 ま し い
。
【 ０ ０ ２ ５ 】
両 替 準 備 金 取 出 し 機 能 が 操 作 さ れ た 場 合 に は 、 帯 封 収 納 部 ７ か ら 帯 封 済 み の 千 円 札 の 束 を
取 出 す こ と が 可 能 に な る が 、 こ の 機 能 は 専 ら 店 の 営 業 終 了 後 に 操 作 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 の よ う に 、 本 発 明 に 係 る 売 上 金 入 金 処 理 装 置 は 両 替 機 能 を 有 し て い る た め 、 両 替 専 用
機 の 導 入 台 数 が 減 り 投 資 を 抑 制 す る と と も に 、 従 業 員 に よ る 両 替 機 へ の 両 替 金 装 填 が 不 要
と な る た め 、 作 業 効 率 の 向 上 を 実 現 で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
ま た 、 景 品 業 者 が 直 接 売 上 金 入 金 処 理 装 置 か ら 景 品 準 備 金 を 受 け 取 る こ と が で き る た め 、
ホ ー ル 従 業 員 の 景 品 業 者 へ の 代 金 引 き 渡 し 作 業 が 不 要 と な り 、 従 業 員 の 作 業 負 担 の 軽 減 と
な る と と も に 、 景 品 業 者 も 待 た さ れ る こ と が な く な り 、 作 業 効 率 が 向 上 す る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 に 係 る 売 上 金 入 金 処 理 装 置 の 外 観 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 に 係 る 売 上 金 入 金 処 理 装 置 の 内 部 構 成 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 操 作 モ ー ド 移 行 の 遷 移 図 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
１ 　 紙 幣 投 入 口
７ 　 帯 封 収 納 部
８ 　 景 品 準 備 金 Ｂ Ｏ Ｘ
９ 　 回 収 Ｂ Ｏ Ｘ
１ ２ 　 紙 幣 返 却 口
２ ２ 　 カ ー ド リ ー ダ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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